
7 消防防災ヘリコプター安全対策の強化について 

【消防庁、国土交通省】 

 

 

 

 

 

 

 

【長野県の現況・課題】 

 １ 操縦士の資格取得に係る経費 

  (1) 消防防災ヘリコプター操縦士の資格取得に係る平均的なスキーム ※消防庁調べ 

 

 

 (2) 本県操縦士の資格取得に要した経費 

操縦士 27 年度 28 年度 29 年度 計 

操縦士Ａ 

上記③と④免許 
委託：35,176 千円 

旅費：  461 千円 

－ － 
委託：35,176 千円 
旅費：  461 千円 

操縦士Ｂ 

上記①免許 
委託：14,515 千円 

旅費： 1,159 千円 

上記②免許 
委託：2,625 千円 

旅費： 319 千円 

上記③と④免許 
委託：24,084 千円 

旅費：  523 千円 

委託：41,224 千円 
旅費： 2,001 千円 

  ※30年度以降もチーム力強化研修、シミュレーター訓練等、研修・訓練を行う予定。 

 (3) 国の財政措置 

平成 29年度から普通交付税措置（包括算定経費に算入）されたが、補助制度や特別

交付税措置等、養成を必要とする地域の実情に即した支援が必要。 

２ 操縦士の確保 

  本県在籍の操縦士は訓練中であるため、ダブルパイロット制を導入するためには、民間

航空会社から操縦士を派遣してもらいつつ、中長期的には自前で確保・育成していく必要

があるが、全国的に操縦士不足が懸念されている。 

年度 本県の操縦士の採用状況 

9～16 県職員の操縦士２名体制 

17～24 操縦士１名が退職した後、職員の採用 

や民間からの派遣で対応。 

25～26 民間から派遣を断られ、１名体制に。 

27 県職員の操縦士２名（H27.1、H27.4） 

を採用し、計３名に。 

28 事故発生（H29.3） １名殉職 

29 １名退職し、現在１名が在籍 

≪提案・要望事項≫ 

 消防防災ヘリコプターを安全かつ安定的に運航できるよう、次の事項に取り組むこと。 

１ 本県の複雑な地形・気象を熟知した操縦士を自主養成するために必要な資格取得や研

修・訓練に係る養成経費について、財政支援を行うこと。（消防庁） 

２ ダブルパイロット制に取り組むため、全国的な不足が懸念される操縦士の確保につい

て必要な施策を講じること。（国土交通省） 
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全国の消防ヘリ受託会社の操縦士の年齢構成 人数 

年齢 

45歳以上が 
全体の８割 

↓ 
10数年後には 
操縦士が不足 

資格取得総額 
約 6,000万円 

①自家用技能証明 

（約 1,000 万円） 

②事業用技能証明 
（単発ﾀｰﾋﾞﾝ） 
（約 1,500 万円） 

④型式限定変更 

（約 2,000 万円） 

③事業用技能証明 
（多発ﾀｰﾋﾞﾝ） 
（約 1,500 万円） 

高額な費用 



【参考】 

長野県消防防災航空体制の再構築に向けて 

本年３月に発生した消防防災ヘリコプターの事故後、県・市町村・消防本部で構成する「消防防災

航空体制のあり方検討会」での検討を経て、今後の方向性を下記のとおり取りまとめた。 
 

 

 

３月  事故後の対応等 

～４月    〃    

５月  合同追悼式の開催（5/30） 

 ６月  あり方検討会（6/20） 

  ～  作業部会(４回) 

 ９月  あり方検討会（9/20） 

11月    〃   （11/15） 

 

 

 

① 運航再開の時期 来春の林野火災の消火活動から段階的な再開を目途とする。 

② 更なる安全対策 事故となり得る要因を幅広く洗い出して対策案を示す。 

 

 

 

③ 当面の運航体制 民間航空会社から機体の借上げと操縦士等の派遣により対応。 

④ 中長期的な対応 新規ヘリは購入。継続的な操縦士の確保、山岳救助は検討。 

検討結果の全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事故後の取組 

 隣県 警察 自衛隊 回数 

救急 1 0 0 1 

救助 12 8 0 20 

消火 6 0 2 8 

計 19 8 2 29 

 

隣県、警察、自衛隊による受援状況 

２．「あり方検討会」での検討結果 

委員 

県、市町村、消防本部 

オブザーバー 

総務省消防庁、東京消 

防庁、県警、自衛隊ＯＢ 

H29年      H30年～        ※新たな機体を購入する場合は２年以上必要となる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更なる安全対策 ＰＤＣＡサイクルを通じて継続的に安全対策を改善していく 

機体等の確保 

（民間航空会社） 
⇒訓練⇒活動再開へ 

当
面
の
対
応 

【活動】 消火活動 ⇒ 救急活動⇒ 救助活動⇒ 山岳救助：難度低～高 

能力に応じて段階的に 

中
長
期
対
応 

新機体の仕様検討 ～ 手続き ～ 訓練 ～ 活動開始 

操縦士：自主養成＋民間と連携 

H29.3.6 

～11.30 現在 

➣ ダブルパイロット制の導入、２名以上によるチェック体制の確立 

➣ 安全運航に関する組織マネジメントの強化（安全運航管理幹の設置） 

➣ チーム力強化研修を受講、シミュレータを活用した緊急対処訓練 

➣ 安全運航に係る機材整備の充実、健康ケア計画の策定      等 

（県所管部局）危機管理部 


